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新市立病院建設基本計画策定支援業務 質問及び回答一覧 

（提出された質問順に掲載しています） 

№ 質問 回答 
１ 実施要領２（１） 

業種に関しては「総合計画・分野別計

画」とありますが、営業種目は問わな

い、すなわち「その他」でもよいとの

理解でよろしいでしょうか。 

実施要領２（１）に記載のとおり、業種に関

しては「総合計画・分野別計画」にご登録い

ただいていることが条件となりますが、営

業種目は問いませんので「その他」でも参

加資格を満たします。 
２ 実施要領２（４） 

「本業務を担当する公認会計士、一級

建築士、公益社団法人日本医業経営コ

ンサルタント協会が認定する医業経

営コンサルタント及び一般社団法人

日本コンストラクション・マネジメン

ト協会が認定するコンストラクショ

ン・マネージャーの有資格者を各１名

以上配置すること。」とあります。一方

様式５（業務の実施体制調書）の注２

には「契約約款に反さない範囲で、業

務を他の事業者に委任する際は、所属

に委任者の会社名から記入してくだ

さい。」との記載があります。よって、

一部の有資格者は応募者が委託する

事業者から配置してもよいとの理解

でよろしいでしょうか。 

本市の業務委託契約約款（一般委託）の第

５条において、「乙は、業務の全部又は大部

分を一括して第三者に委任し、又は請け負

わせてはならない。」としています。また、

実施要領２（４）において、配置することを

参加要件としている有資格者については、

業務の目的を達成するための必須要件で

す。したがって、これらの有資格者を第三

者に委託することは業務の主要な部分を第

三者に委託することにもなるため、それが

どの資格であっても認めません。 

３ 実施要領２（４） 

「本業務を担当する公認会計士、一級

建築士、公益社団法人日本医業経営コ

ンサルタント協会が認定する医業経

営コンサルタント及び一般社団法人

日本コンストラクション・マネジメン

ト協会が認定するコンストラクショ

ン・マネージャーの有資格者を各１名

以上配置すること。」とあります。これ

は資格毎に１名以上配置するのでは

なく、複数の資格を持っていれば、そ

の限りではないとの理解でよろしい

でしょうか。例えば、医業経営コンサ

ルタント・一級建築士・コンストラク

１名が複数の資格を持っていれば、必ずし

も資格ごとに別々の担当者を配置せずと

も、参加要件は満たします。 
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ションマネージャーの資格保有者を 1 

名配置すれば、公認会計士の資格保有

者としてあと１名配置すればよろし

いでしょうか。 
４ 実施要領３（２）ア 

提案書の枚数制限はなく、印刷は片面

印刷との理解でよろしいでしょうか。 

提案書に枚数制限は設けていません。印刷

は片面、両面等指定しません。 

５ 実施要領３（２）ア 

様式４において、契約金額欄は、守秘

義務上金額を開示できない業務の場

合は記載しなくてもよろしいでしょ

うか。 

また、記載する業務は、実施要領２

（３）で規定されている条件（国、独

立行政法人国立病院機構、都道府県若

しくは市町村が設置する病院又は公

的病院（医療法第 31 条に規定する厚

生労働大臣が定める者の開設する病

院）で、許可病床数が 400 床以上の病

院）のもののみとの理解でよろしいで

しょうか。 

契約金額の欄については、守秘義務上開示

できない場合、当該欄にその旨記載してく

ださい。他の「発注者」「許可病床数」「契約

期間」「業務名・業務内容」欄は必ず記載し

てください。 
また、記載する実績は、実施要領２（３）に

記載しているもののみとなります。 

６ 本公募案件への参加は２社以上の共

同企業体での参加は可能でしょうか。 

本案件は共同企業体での参加はできませ

ん。単独での参加をお願いします。 
７ 共同企業体での参加が可能な場合は、

プロポーザル実施要綱２(４)に記載

されている条件を共同企業体として

満たす（構成する会社それぞれが有す

る資格を合わせて条件を満たす）とい

う理解でよろしいでしょうか。 

本案件は共同企業体での参加はできませ

ん。単独での参加をお願いします。 

８ 問２（本一覧表では№７）において、

プロポーザル実施要綱２(１)横須賀

市競争入札参加資格者登録について

は、貴市入札参加資格申請締切日 2019

年２月20日までに申請を済まし、2019

年４月１日から資格を有することで

もよろしいでしょうか。 

参加申込を行う時点で、本市の競争入札参

加有資格者名簿の業務委託「業種：総合計

画・分野別計画」に登録されている必要が

あります。 

９ 共同企業体での参加が可能な場合は、

プロポーザル実施要綱３(２)アにつ

いては共同企業体を構成する各社が

会社名、社判及び代表者印のあるもの

本案件は共同企業体での参加はできませ

ん。単独での参加をお願いします。 
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を提出するという理解でよろしいで

しょうか。 

１０ 実施要領２（４） 

「本業務を担当する公認会計士、一級

建築士、公益社団法人日本医業経営コ

ンサルタント協会が認定する医業経

営コンサルタント及び一般社団法人

日本コンストラクション・マネジメン

ト協会が認定するコンストラクショ

ン・マネージャーの有資格者を各１名

以上配置すること。」とあります。一方

様式５（業務の実施体制調書）の注２

には「契約約款に反さない範囲で、業

務を他の事業者に委任する際は、所属

に委任者の会社名から記入してくだ

さい。」との記載があります。複数の会

社にて JV を組成して、各資格者を配

置し応募することは可能との理解で

よろしいでしょうか。 

仮に JV を組成して応募が可能であっ

た場合、実施要領２（参加者資格）の

（１）、（２）、（３）は JV の代表企業

のみが満たせばよいとの理解でよろ

しいでしょうか。 

また、参加申込書ならびに１次選考で

の提出書類は全て代表企業名で行え

ればよいとの理解でよろしいでしょ

うか。 

本案件は共同企業体での参加はできませ

ん。単独での参加をお願いします。 

１１ 今回基本計画支援業務を受注した者

は、以降予定される基本設計・実施設

計業務等への参加制限が有るのでし

ょうか。 

実施要領６その他留意事項（８）に記載の

とおり、本業務受託者及び受託者の親会社、

子会社（会社法にもとづく親会社、子会社

を意味する）は、本業務に関連する今後の

整備事業における設計及び施工業務の受託

者となることはできません。 
１２ 横須賀市が開催する関係者会議につ

いて、想定回数をお聞かせください。 

月に１～２回程度を想定していますが、業

務の進捗等によって変動が生じる可能性が

あります。 
１３ 参加申込書に添付する「業務委託契約

書」について、守秘義務の観点から、

契約金額を伏せて提出することは可

可能です。 
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能でしょうか。 

１４ （様式４）業務経歴書について、守秘

義務の観点から、契約金額を伏せて提

出することは可能でしょうか。 

契約金額の欄については、守秘義務上開示

できない場合、当該欄にその旨記載してく

ださい。他の「発注者」「許可病床数」「契約

期間」「業務名・業務内容」欄は必ず記載し

てください。 

１５ 本業務の一部を第三者へ再委託する

ことは可能でしょうか。 

本市の業務委託契約約款（一般委託）の第

５条において、「乙は、業務の全部又は大部

分を一括して第三者に委任し、又は請け負

わせてはならない。」としていますので、こ

れに反さない範囲であれば可能です。 
なお、実施要領２（４）において、配置する

ことを参加要件としている有資格者につい

ては、業務の目的を達成するための必須要

件です。したがって、これらの有資格者を

第三者に委託することは業務の主要な部分

を第三者に委託することにもなるため、そ

れがどの資格であっても認めません。 

１６ 提案書について、枚数制限はあります

でしょうか。 

提案書に枚数制限は設けていません。 

１７ 横須賀市競争入札参加有資格者の登

録について、登録しておりましたが、

平成30年 11月で有効期限が切れてい

ます。速やかに登録させていただくこ

とで、本プロポーザルへの参加は可能

でしょうか。 

参加申込を行う時点で、本市の競争入札参

加有資格者名簿の業務委託「業種：総合計

画・分野別計画」に登録されている必要が

あります。 

１８ 実施要領Ｐ２ 

３ 選考方法概要 

提案書とヒアリングにおいて、仕様書

以外の提案業務やヒアリングにおけ

る質疑応答段階で仕様書以外の業務

実施を回答した場合において、その後

の見積合わせに提示する金額は上記

の仕様書外の業務量も積算して見積

もることとなりますか。あるいは、仕

様書業務に限った業務量の見積です

か。仮に前者とした場合には、公平な

見積金額とならないことから、後者で

の見積金額とすべきと思いますがい

かがでしょうか。 

提案内容についての制限は設けませんが、

見積金額は提案内容との整合を図ってくだ

さい。 



5 
 

１９ 実施要領Ｐ２ 

提出文 

提出文ですが、提案書を提出する旨と

会社名、社判及び代表者印を押印した

もの（様式３の前段部分）という理解

でよいでしょうか。 

提出文は、提案書（様式３）のみに係るもの

ではなく、必要書類（様式３～５）に係るも

のです。 
また、提出文は、実施要領３（２）アに記載

のとおり、会社名、社判及び代表者印を押

印したものであれば、その他の記載事項や

様式は問いません。 
２０ 実施要領Ｐ３ 

提案書 

提案書の枚数制限はありますでしょ

うか。 

提案書に枚数制限は設けていません。 

２１ 実施要領Ｐ４ 

４ 契約の締結 

評価点の次点者も公表しますか。 

契約候補者決定後、契約候補者のみ公表し

ます。 

２２ 様式３ 

提案書 

様式３の提案書のフォーマットはレ

イアウトを多少変更してもよろしい

でしょうか。 

様式３に予め記載してある事項を記載して

いただければ、多少のレイアウト変更は可

能です。 

 


